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第59/61/116(家電機器)，第72(家庭用自動制御装置)小委員会 審議結果報告書 
 

2022年10月14日 
一般社団法人 日本電機工業会 家電部 

 
１．担当分野 

日本電機工業会 家電部が、電気用品調査委員会の国内小委員会として担当している分野を表1に示す。 
表1 担当分野 

小委員会 IEC 
名  称 TC SC 

59 

59  家庭用及びこれに類する電気機器の性能 
 A 電気食器洗機の性能 
 C 加熱機器の性能 
 D 家庭用電気洗濯機の性能 
 F 電気掃除機の性能 
 K 電子レンジ、オーブン及び類似器具の性能 
 L 小形家電器具の性能 
 M 家庭用電気冷蔵・冷凍機器の性能 
 N 空気清浄機の性能 

61 

61  家庭用電気機器の安全性 
 B 電子レンジの安全性 
 C 電気冷蔵庫の安全性 
 D 家庭用空調機器の安全性 
 H 農場機具の安全性 
 J 業務用掃除機 

72 72  自動制御装置 
116 116  電動工具の安全性 

 
 
２．トピックス 

（１）国内審議関連－「電気用品の技術基準」の分野 
電気用品の技術基準に関する審議を行っていないため、特にございません。 

 
（２）国内審議関連－「日本産業規格JIS」の分野（別表第十二採用予定JIS他） 

前回の電気用品調査委員会での報告実施以降、8 月3日に、第59/61/116小委員会を開催しました。 
委員会では、現行版の IEC 60335-1、第6版（2020）に対応するJIS C 9335-1の改正（2023年発行予定）に

伴う、IEC 60335-1 の第6版に対応の現行版JIS C9335-1（2014）を参照する製品JIS（JIS C 9335の第2
部群）は、引き続きJIS C 9335-1（2014）を参照とするJIS追補案（*）の審議・承認を行いました。 
 
（*）JIS C 9335-2-3 追補案（電気アイロンの個別要求事項）ほか62件 

 
 
【今後の予定】 

2023/3  第59/61/116小委員会 
 未 定 第72小委員会 
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（３） IEC関連 
2022年6月～2022年9月に回答した IEC規格原案に対する回答状況を表4に示す。 

 
表4 IEC規格原案の回答状況（概要）  

 NP 
CD 

CDV FDIS DTR,DTS等 Q,DC
等 

 
 賛成 反対 賛成 反対 賛成 反対 賛成 反対  

ｺﾒﾝﾄ 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無   
TC59関係 
(SC59A,C,D,F,K,L,M,N
含む) 

1 1   1 1 3    1     1   4 2   

TC61関係 
(SC61B,C,D,H,J含む) 

    3  1 6 2   6 1      34 33   

TC72関係 1     1             2 8   
TC116関係  2          1       1 11   

合計(件) 5 6 12 9 1 95  
【備考】 NP： New Work item Proposal， CD： Committee Draft 

 CDV： Committee Draft for Vote， FDIS： Final Draft International Standard 
 DTR： Draft Technical Report，  DTS： Draft Technical Specification 

 

 
【トピックス＜反対した理由 他＞】 

 
【他の小委員会に特に連絡したい事項等】 
 特になし。 
 
【今後の予定(国際会議の予定等)】 
 2022年11月 サンフランシスコ（アメリカ） TC59 Plenary 
 2022年11月 サンフランシスコ（アメリカ）  TC61 Plenary 
 2022年10月 サンフランシスコ（アメリカ） TC72  Plenary 
 未 定  TC116 Plenary 

 
以 上 

TC/SC 番号 種別 文書タイトル／提案概要 審議概要 対応 コメント 

61 6673 FDIS 

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-85: 
Particular requirements for fabric 
steamers 

IEC 60335-1:2020との整
合として、いくつかの注
釈の削除または本文への
移行や、 
加圧型のファブリックス
チーマーの追加、手持ち
の衣類スチーマーを高さ
2mからコンクリートの地
面に落下させる試験の追
加、等が 
案に含まれている。 

反対 

衣類スチーマーの落下試験の

高さ 2mは 高所窓に取り付け

たカーテンへの使用を意図し

ているとのことだが、高所に

カーテンをかけたまま、衣類

スチーマーを使用することは

危険である。取説で、カーテ

ンを下ろしてスチームするこ

とを記載し、落下試験の高さ

は、通常使用を考慮して、

900mmに変更すべき。 


